
平成２９年第１回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 
 

 

 

議第１７号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について  

議第１８号 別府市議会議員及び別府市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例及び別府市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に

関する条例の一部改正について  

議第１９号 別府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  

議第２０号 別府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

議第２１号 別府市職員厚生会に関する条例の一部改正について  

議第２２号 別府市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について  

議第２３号 別府市税条例等の一部改正について  

議第２４号 別府市手数料条例の一部改正について  

議第２５号 別府競輪市民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２６号 別府市国民健康保険税条例の一部改正について  

議第２７号 大所飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て  

議第２８号 別府市温泉発電等の地域共生を図る条例の一部改正について  

議第２９号 別府市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正

について  

議第３０号 別府市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正について  

議第３１号 市道路線の認定及び廃止について  

議第３２号 市有地の貸付けについて  

議第３３号 市有地の貸付けについて  

議第３４号 市長専決処分について  
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議第議第議第議第１１１１７７７７号号号号  

            別府市行政手続別府市行政手続別府市行政手続別府市行政手続におけるにおけるにおけるにおける特定特定特定特定のののの個人個人個人個人をををを識別識別識別識別するためのするためのするためのするための番号番号番号番号のののの利用等利用等利用等利用等にににに  

            関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５

号）により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（以下この項目において「法」といいます。）の一部が改正され、(1)地

方公共団体が行う個人番号の独自利用事務において情報提供ネットワークシス

テムを利用した情報連携を可能とする法整備がされたこと、(2)法別表第２の改

正及び同表の主務省令の一部改正により情報連携ができる事務及び特定個人情

報が拡大されたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 前項(1)に関し、法第２６条で情報提供等の記録を定める法第２３条が準用

されたことから、条例で法第２３条を引用する部分は、法２６条で準用す

る場合を含むとする等の改正をします。（第２条関係、第６条関係）  

 (2) 引用する法の条番号のズレに対応します。（第５条関係）  

 (3) 条例別表第２に定める個人番号の独自利用事務の一部は、前項(2)により法

別表第２及び同表の主務省令に規定されたことから、法別表第２に定める

範囲で個人番号の独自利用ができることを定める条例第４条第３項の規定

により、条例別表第２に定めることなく個人番号の独自利用ができるよう

になったため、条例別表第２から当該規定された事務及び特定個人情報を

削ります。  

 (4) その他条例別表第２に定める個人番号の独自利用事務で利用する特定個

人情報の範囲の見直しをします。  

３ 施行期日 公布の日。一部は平成２９年５月３０日  

４ 担当課 総務部総務課  
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議第議第議第議第１１１１８８８８号号号号  

            別府市議会議員及別府市議会議員及別府市議会議員及別府市議会議員及びびびび別府市長別府市長別府市長別府市長のののの選挙選挙選挙選挙におけるにおけるにおけるにおける選挙運動選挙運動選挙運動選挙運動のののの公費負担公費負担公費負担公費負担にににに  

            関関関関するするするする条例及条例及条例及条例及びびびび別府市長別府市長別府市長別府市長のののの選挙選挙選挙選挙におけるビラのにおけるビラのにおけるビラのにおけるビラの作成作成作成作成のののの公費負担公費負担公費負担公費負担にににに関関関関  

            するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  公職選挙法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第１９４号）によ

り公職選挙法施行令の一部が改正され、消費税増税を踏まえて、衆議院議員及

び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選

挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する費用に係る限度額が引き上げられた

ことに伴い、別府市議会議員及び別府市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用及び選挙運動用ポスターの作成並びに別府市長の選挙における選挙運動用

ビラの作成の公営に要する経費に係る限度額を改定するため、条例を改正しま

す。 

２ 議案の内容  

 第１条 別府市議会議員及び別府市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部改正（次の表のとおり改正します。）  

区分  現行  改正案  

選挙運動用自動車の借

入れ契約の場合の１日

の限度額  

１５，３００円  １５，８００円  

選挙運動用自動車の燃

料の供給に関する契約

の場合の１日の限度額  

７，３５０円  ７，５６０円  

選挙運動用ポスターの

１枚当たりの作成単価

の限度額  

５１０円４８銭にポス

ター掲示場の数を乗じ

て得た金額に３０１，８

７５円を加えた金額を

ポスター掲示場の数で

除して得た数 

５２５円６銭にポスタ

ー掲示場の数を乗じて

得た金額に３１０，５０

０円を加えた金額をポ

スター掲示場の数で除

して得た数  

 第２条 別府市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改

正（次の表のとおり改正します。）  

区分  現行  改正案  

選挙運動用ビラの１枚

当たりの作成単価の限

度額  

７円３０銭  ７円５１銭  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 選挙管理委員会  

 



3 

 

 

議第議第議第議第１９１９１９１９号号号号  

            別府市職員別府市職員別府市職員別府市職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間、、、、休暇等休暇等休暇等休暇等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平成２８年法

律第９５号）により地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の改正がされ、

育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、介護休業の分割取得及び介護のため

の所定労働時間短縮措置が定められたことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  (1) 深夜勤務及び時間外勤務を制限する場合の子の範囲に特別養子縁組の

監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えます。（第９

条関係）  

  (2) 休暇の種類に介護時間を加えます。（第１２条関係）  

  (3) 介護休暇は、３回を超えず、かつ、通算して６月を越えない範囲内で指

定する期間において取得できるものとします。（第１６条関係）  

  (4) 介護時間は、要介護者の介護をするため、連続する３年の期間内におい

て１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内）につき勤務しない休

暇とし、勤務しない時間は給与額を減額します。（第１６条の２関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第２２２２００００号号号号  

            別府市職員別府市職員別府市職員別府市職員のののの育児休業等育児休業等育児休業等育児休業等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平成２８年法

律第９５号）により地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の改正がされ、

育児休業等の対象となる子の範囲の拡大がされたことに伴い、条例を改正しま

す。 

２ 議案の内容  

 (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項に規定する育児休業

の対象となる子に含まれる条例で定める者は、児童福祉法第６条の４第１
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号に規定する養育里親に同法第２７条第１項第３号の規定により委託され

ている児童とします。（第２条の２関係）  

 (2) 育児休業を取り消された者が再度育児休業することができる場合の条例

で定める特別な事情として、育児休業をしている職員について当該育児休

業に係る子以外の子に係る育児休業の承認により育児休業が取消された場

合で、当該承認に係る子の特別養子縁組の家事審判事件が成立せずに終了

したとき及び養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号

の規定による措置が解除されたときを加えます。（第３条関係）  

 (3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項に規定する部分休

業は、１日につき２時間から育児時間及び介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとします。（第９条第２

項関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第２２２２１１１１号号号号  

            別府市職員厚生会別府市職員厚生会別府市職員厚生会別府市職員厚生会にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  別府市職員厚生会に対する市の負担金を減額するため、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

  市の負担金の額は、毎月会員が受ける給料の月額に１，０００分の１（現行

は１，０００分の２）を乗じて得た額の合計額とします。  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第議第議第議第２２２２２２２２号号号号  

            別府市職員別府市職員別府市職員別府市職員のののの給与給与給与給与にににに関関関関するするするする条例及条例及条例及条例及びびびび単純単純単純単純なななな労務労務労務労務にににに雇用雇用雇用雇用されるされるされるされる職員職員職員職員のののの  

            給与給与給与給与のののの種類及種類及種類及種類及びびびび基準基準基準基準にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  国家公務員及び大分県職員の扶養手当の見直しがされた事情を考慮して、一

般職の職員の扶養手当の見直しを行うことに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 第１条 別府市職員の給与に関する条例の一部改正  
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  (1) 扶養手当の対象者である２２歳までの子と孫は、同一区分でしたが、分

離します。（第８条第２項関係）  

  (2) 扶養手当の額を次のとおり改定します。（第８条第３項関係）  

区分  現行  改正案  

配偶者 １３，０００円  ６，５００円（給料表

の８級職員は３，５０

０円）  

２２歳までの子  ７，０００円（配偶者

がいない場合は、その

うち１人については

１１，５００円）  

１０，０００円  

・２２歳までの孫  

・６０歳以上の父母及び

祖父母  

・２２歳までの弟妹  

・重度心身障害者  

６，５００円（給料表

の８級職員は３，５０

０円）  

１５歳から２２歳まで

の子の加算額  

５，５００円  ５，０００円  

  (3) 扶養手当の額の改定に伴い、届出が必要な場合及び額の改定の時期を整

理します。（第９条関係）  

  (4) 扶養手当の額の改定に関し、平成２９年４月１日から平成３２年３月３

１日までの経過措置を設けます。（附則第２項から第４項関係）  

 第２条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正  

  (1) 扶養手当の対象者である２２歳までの子と孫の区分を分離します。（第

４条第２項関係）  

  (2) 給与の減額をする場合に介護時間を加えます。（第１６条第２項関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日。１５歳から２２歳までの子の加算額の改定

は平成３３年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課  

 

 

議第議第議第議第２２２２３３３３号号号号  

            別府市税条例等別府市税条例等別府市税条例等別府市税条例等のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２８

年法律第８６号）の施行により、軽自動車税における環境性能割の導入時期が

延期されたこと、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期が延期されたこと、
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個人住民税における住宅ローン減税措置の適用期限が延長されたこと等に伴い、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限を延長します。  

 (2) 軽自動車税のグリーン化特例の１年延長に係る規定の整備をします。  

 (3) 法人税割の税率及び軽自動車税の環境性能割の導入の時期が変更になっ

たことに伴い、関係改正規定の施行期日を変更します。  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 総務部課税課  

 

 

議第議第議第議第２２２２４４４４号号号号  

            別府市手数料条例別府市手数料条例別府市手数料条例別府市手数料条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３章の規定が平成２９年

４月１日から施行されることに伴い、同章第１２条に規定する建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定に係る手数料を定めるため、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 登録建築物調査機関を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に改めま

す。（別表第６の６３の項ほか）  

 (2) 次の手数料を定めます。（別表第６の６５、６６及び６７の項関係）  

ア 建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合

 性判定に係る手数料  

イ 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消

 費性能適合性判定に係る手数料  

ウ 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が国土交通省令で定める軽

 微な変更に該当することを証する書面の交付に係る手数料  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 建設部建築指導課 

 

 

議第議第議第議第２２２２５５５５号号号号  

            別府競輪市民広場別府競輪市民広場別府競輪市民広場別府競輪市民広場のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  
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  入浴料を競輪開催日の午前７時から午後５時までの間は無料とする扱いを廃

止することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  次の別表備考第４項を削ります。  

 ４ 入浴料は、競輪開催日の午前７時から午後５時までの間は無料とする。  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部競輪事業課  

 

 

議第議第議第議第２２２２６６６６号号号号  

            別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例別府市国民健康保険税条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を改定

することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  国民健康保険税の基礎課税額の上限を「５２万円」から「５４万円」に、後

期高齢者支援金等課税額の上限を「１７万円｣から｢１９万円」に改めます。（第

３条、第２５条関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 総務部保険年金課 

 

 

議第議第議第議第２２２２７７７７号号号号  

            大所飲料水供給施設大所飲料水供給施設大所飲料水供給施設大所飲料水供給施設のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についについについについてててて  

１ 趣旨  

  別府市簡易水道事業給水条例の廃止に伴い、同条例を引用する部分について、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  条例第１４条を次のように改めます。  

 第１４条 この条例に定めるもののほか、飲料水供給施設の管理については、

別府市簡易水道事業給水条例（平成９年別府市条例第３３号）別府市水道

事業給水条例（平成９年別府市条例第３２号）の規定の例による。  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 生活環境部環境課 
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議第議第議第議第２２２２８８８８号号号号  

            別府市温泉発電等別府市温泉発電等別府市温泉発電等別府市温泉発電等のののの地域共生地域共生地域共生地域共生をををを図図図図るるるる条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  別府市温泉発電等対策審議会（以下この項目において「審議会」といいます。）

を設置することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  審議会の設置に関し、次の事項等を定めます。  

 (1) 温泉発電等の導入に伴う温泉その他地熱流体への影響の評価等を審議す

る別府市温泉発電等対策審議会を設置します。（第２３条関係）  

 (2) 審議会は、委員８人以内とし、委員の任期は２年とします。（第２４条関

係） 

 (3) 審議会に会長及び副会長１人を置きます。（第２４条関係）  

 (4) 会議は、会長が招集し、議長となります。（第２５条関係）  

 (5) その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。

（第２６条関係）  

 (6) 審議会委員の報酬及び費用弁償を定めます。（報酬は、日額４，９００円）

（附則第２項関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 生活環境部環境課 

 

 

議第議第議第議第２９２９２９２９号号号号  

            別府市水道事業及別府市水道事業及別府市水道事業及別府市水道事業及びびびび簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業のののの設置等設置等設置等設置等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正  

            についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  天間・城島簡易水道事業を水道事業に統合すること及び剰余金の処分を定め

ることに伴い、条例を改正等します。  

２ 議案の内容  

 (1) 題名を「別府市水道事業の設置等に関する条例」に改めます。  

 (2) 事業を定める第１条において、天間・城島簡易水道事業を削ります。  

 (3) 簡易水道事業の地方公営企業法の適用を定める第２条を｢削除｣とします。 

 (4) 水道事業及び簡易水道事業を通じて１の特別会計を設ける規定を削り、剰
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余金の処分方法等を定めます。（第５条関係）  

 (5) 別府市簡易水道事業給水条例を廃止します。  

 (6) 別府市給水条例及び別府市行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例について、別府市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する

条例を引用しているため、その題名の変更に伴い、必要な改正をします。  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 水道局管理課  

 

 

議第議第議第議第３３３３００００号号号号  

            別府市水道局企業職員別府市水道局企業職員別府市水道局企業職員別府市水道局企業職員のののの給与給与給与給与のののの種類及種類及種類及種類及びびびび基準基準基準基準にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正  

            についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  別府市職員の給与に関する条例の一部改正により扶養手当の見直しが行われ

ること並びに地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平

成２８年法律第９５号）により地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の

改正がされ、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、介護休業の分割取得及

び介護のための所定労働時間短縮措置が定められたことに伴い、条例を改正し

ます。  

２ 議案の内容  

 (1) 扶養手当の対象者である２２歳までの子と孫の区分を分離します。（第６条

第２項関係） 

 (2) 給与の減額をする場合に介護時間を加えます。（第１７条第２項関係）  

３ 施行期日 平成２９年４月１日  

４ 担当課 水道局管理課  

 

 

議第議第議第議第３１３１３１３１号号号号  

            市道路線市道路線市道路線市道路線のののの認定及認定及認定及認定及びびびび廃止廃止廃止廃止についてについてについてについて  

１ 趣旨  

  道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、市道路線を認定及

び廃止することについて、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  
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  認定路線 板地１１号線ほか１２路線  

  廃止路線 荒巻１４号線ほか６路線  

３ 担当課 建設部道路河川課 

 

 

議第議第議第議第３２３２３２３２号号号号  

            市有地市有地市有地市有地のののの貸付貸付貸付貸付けについてけについてけについてけについて  

１ 趣旨  

  市有地を貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 市有地の所在及び貸付けの相手方  

土地の所在  貸付けの相手方 

別府市大字北石垣字横内１４９６番１外４筆  学校法人別府大学  

 (2) 貸付けの理由  

   民間保育施設用地として 

 (3) 貸付期間 

   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで  

 (4) 貸付料 

   無料  

３ 担当課 福祉保健部児童家庭課  

 

 

議第議第議第議第３３３３３３３３号号号号  

            市有地市有地市有地市有地のののの貸付貸付貸付貸付けけけけについてについてについてについて  

１ 趣旨  

  市有地を貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 市有地の所在及び貸付けの相手方  

土地の所在  貸付けの相手方 

別府市上野口町３０８８番１０６及び３０８８

番１７９  

社会福祉法人栄光園  

 (2) 貸付けの理由  
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   民間保育施設用地として 

 (3) 貸付期間 

   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで  

 (4) 貸付料 

   無料  

３ 担当課 福祉保健部児童家庭課  

 

 

議第議第議第議第３４３４３４３４号号号号  

            市長専決処分市長専決処分市長専決処分市長専決処分についてについてについてについて 

１ 趣旨  

  地獄蒸し工房鉄輪の指定管理者の指定を取り消すことに伴い、同施設の管理

を委託するため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において

専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めま

す。 

２ 議案の内容  

 (1) 処分事項 平成２８年度別府市一般会計補正予算（第８号） 

 (2) 処分年月日 平成２９年２月１３日  

３ 担当課 ＯＮＳＥＮツーリズム部観光課  


